
３．収益性の向上や競争力強化を目指した「産業政策」
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○ 区画整理等の実施により、農地集積や生産コストの低減に大きく貢献。

○ 今後、限られた担い手への更なる営農集中が想定され、農業構造の改革の推進と営農労力や生産コストの
低減が重要な課題。

（１）-①農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上

○米の生産コスト 主要費目の構成割合（全国平均・平成24年産）

（事業実施前：0.3ha） （事業実施後：1.1ha）

○大区画化ほ場整備（イメージ）

・労働費の割合が約30％と最も高い

7,059 
6,614 4,359 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000 自己資本利子・自作地地代

支払利子・支払地代

労働費

農機具費

その他

賃借料及び料金

土地改良及び水利費

種苗・肥料・農薬費

○米の生産コストの推移（全国平均・60kg当たり）

（円/60kg）
24,022

20,361

16,810

平成２年産 平成12年産 平成22年産

・ここ20年間で、米の生産コストは全体で30％減少。

※水田整備率（全国） 51.2％（H5） 57.4％(H13) 62.1％(H22）

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

○地域全体の一体的な農地整備

資料：農林水産省
「農業経営統計調査 平成24年産 米生産費」

注： 生産コストは、各年産の米生産費(1)に支出済費用換算係数(2)を乗じて補正したもの
水田整備率は、農林水産省「農業基盤情報基礎調査」及び「耕地及び作付面積統計」により算出

(1) 農林水産省「農業経営統計調査 米及び麦類の生産費」
(2) 農林水産省「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（H25年４月）」

農機具費

23%

賃借料

及び料金

10%
肥料費

8%

農業薬剤費

6%

その他

23%

労働費

30%
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事業後の経営規模別経営体割合

（標準区画地区）
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1ha未満 1-5ha 5-10ha 10-15ha 15-20ha 20-25ha 25-30ha 30-35ha 35-40ha 40ha以上

事業後の経営規模別経営体割合

（大区画地区）

○ 農地の大区画化は、営農作業の効率化・低コスト化や経営の大規模化を進めていく上で重要。

（１）-②農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上

昭和45年産 平成23年産 削減率 ほ場整備を除く削減要因

育苗 7.4hr 3.2hr 57% 育苗ハウス、播種プラント、プール育苗の普及

耕起・整地 11.4hr 3.5hr 69% 乗用トラクターの普及

田植 23.2hr 3.3hr 86% 田植機の普及

除草 13.0hr 1.3hr 90% 除草剤の普及

管理 10.8hr 6.2hr 43% 刈払機による畦畔除草

刈取・脱穀 35.5hr 3.5hr 90% 自脱型コンバインの普及

計 101.3hr 21.0hr 79%

資料：米の労働時間：農林水産省「農業経営統計調査 米及び麦類の生産費」
水田整備率：農林水産省「農業基盤情報基礎調査」「耕地及び作付面積統計」

事業実施前
（平成13年度）

事業実施後
（平成25年度）

削減率

育苗 5.4hr 4.0hr 26%

耕起・整地 4.5hr 1.1hr 76%

田植 4.5hr 1.0hr 78%

除草 1.6hr 0.2hr 87%

管理 3.1hr 1.6hr 47%

刈取・脱穀 4.5hr 0.5hr 88%

計 23.6hr 8.4hr 64%

○ほ場の大区画化による労働時間の縮減効果（10a当たり）

○事業名：経営体育成基盤整備事業
○地区名：中篠津南地区（北海道）
○工期：平成14年度～19年度
○受益面積：149.7ha
○経営規模：13ha/経営体 → 20ha/経営体
○区画規模：0.5ha区画 → 1.2ha区画

○米の労働時間の内訳（全国平均・10a当たり）

・ほ場整備は、耕起・整地、田植え・脱穀の作業にお
いて、労働時間の短縮に大きく貢献。

・水管理、畦畔除草等の管理作業における労働時間の削減率は小さい。

13※水田整備率（全国） 7.8％（S44） 62.1％(H22）

○ほ場の区画規模と労働時間（平成22年） ○ほ場整備事業における経営規模別経営体割合

（経営規模）

（経営規模）

（経営規模別経営体割合）

（経営規模別経営体割合）

ほ場区画が大きい程、
経営体の経営規模も
大きくなる傾向

[備考]
・平成21年度のほ場整備事業完了地区（73地区、371経営体）の担い手に対するア

ンケート調査結果より分析
・1ha区画以上地区は1ha区画以上が50%以上、 、50-1ha区画地区は50-1ha区画

が50%以上、標準区画地区は30-50a区画が50％以 上を占める地区を抽出
・1ha区画以上地区の対象経営体69経営体、50-1ha区画は182経営体、 標準区

画は39経営体
・経営規模は所有地、借入地、基幹3作業受託面積の合計
・担い手とは、以下の者をいう

①認定農業者、②特定農業団体、③集落営農、④担い手として育成すべきであ
ると市町村長が認めるもの
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○ 農地の大区画化は、担い手への農地集積・集約化や生産コストの一層の縮減を図るため、畦畔除去等による
区画拡大も含めて効果的に推進する必要。

○ 畦畔除去による大区画化が可能な区域情報について、農地中間管理機構、市町村、土地改良区等とも共有
し、計画的に推進することが重要。

30a程度区画

全国
250万ha

大区画(1ha
程度以上)

未整備
（30a程度

未満の区画）

134万ha（54%）

94万ha
（38%）

21万ha
（8%）

大区画ほ場を
約40万haに拡大

水
路

道路

（切り土） （盛り土）

畦畔除去

（１）-③農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（区画の大規模化）

○担い手農家が耕作の依頼を断った理由

22

16

40

54

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

現状以上の規模拡大は困難

湿田（汎用化されていない）

離れた場所にあるほ場

区画が狭小又は未整備

・規模拡大を進めている担い手農家であっても、狭小・不
整形の水田は敬遠

・土地改良長期計画における整備済み水田の畦畔除去等に
よる区画拡大も含めた整備目標：約２０万ha

○簡易整備による区画拡大（畦畔除去等）

○ほ区均平農地等の区域情報

①標準区画（0.3ha程度）の整備区域
②緩傾斜地
③ほ区均平

地図情報を有効に活用

ほ区単位の農地データ区分

ほ区単位
・小排水路と道路
等に囲まれた範囲
・概ね3ha程度

地図情報には「ほ区均平」等の情報が格納されている

の条件を満たす簡易整備の候補区域の位置情報を農地中
間管理機構等関係者間で共有することにより、畦畔除去等に
よる区画拡大を促進

区画

○ １：田（1ha以上）

○ ２：田（0.5－1.0ha）

○ ３：田（0.3－0.5ha　ほ区均平）

○ ４：田（0.3－0.5ha　その他）

○ ５：田（0.2－0.3ha　ほ区均平）

○ ６：田（0.2－0.3ha　その他）

○ ７：田（0.2ha未満）　　等

排水

○ １：４Ｈ排除　地下水位70cm以深

○ ２：４Ｈ排除　地下水位70cm以浅

○ ３：日排除　地下水位70cm以深

○ ４：日排除　地下水位70cm以浅

○ ５：排水不良　地下水位70cm以深

○ ６：排水不良　地下水位70cm以浅
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（事業主体：都道府県）
＜平成25年度補正拡充＞

・農地集積要件の引き上げ ： 30％ → 50％
・中山間地域の受益面積要件の緩和 ： 20ha以上 → 10ha以上
・農地集積率に応じて交付する促進費の限度額の引き上げ

： 事業費の7.5％ → 12.5％ （※）

○ 農地の区画整理や簡易な整備と併せて、担い手への農地集積（経営規模の拡大）のみでなく、集約化（集団化）
を確実に進めることが重要。

（１）-④農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（集約化の推進）

【課題】

・担い手への農地集積のみならず、集約化にも配慮して集積計画を
策定することが必要。

【農地中間管理機構との連携】

【農業基盤整備促進事業】（簡易な基盤整備）（下線部は平成25年度補正拡充）

（事業主体：市町村、土地改良区、農地中間管理機構等）
＜定額助成＞

・水田の区画拡大 10万円/10a
・暗渠排水 15万円/10a
・畑の区画拡大 10万円/10a
・湧水処理 15万円/100m
・末端畑地かんがい整備 20万円/10a

※中心経営体に集約化する農地については、定額助成単価を２割加算

【農業競争力強化基盤整備事業】（本格的な土地改良）

15

出
し
手

受
け
手

・地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担
い手ごとに集約化する場合等に借り受け

・必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行
い、担い手がまとまりのある形で農地を利用でき
るよう配慮して、貸し付け

農地中間管理機構

※中心経営体に集積する農地面積の８０％以上を集約化（面的集積）
する場合に加算。

【米の作付規模別の直接労働時間（平成23年産・全国平均・10a当たり）】

資料：農林水産省「農業経営統計調査 米及び麦類の生産費」」

（時間/10a）

（米作付規模）

借
受
け

貸
付
け

資料：Ｈ県K市A集落の人・農地プランの事例



○ 農地の集積・集約化を加速するためには、基盤整備事業と農地中間管理事業との綿密な連携が重要。
○ その際、土地改良区は、農地の集積・集約化に向けた土地利用調整についてのノウハウを有していることか

ら、十分な役割を発揮することが期待されており、その取組を促す環境整備が必要。

（１）-⑤農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（農地中間管理機構との連携）

ＣＡＡ

ＣＡＡ

ＢＢ

ＢＢ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

A CB 担い手の農地

小規模農家の農地

中間機構借受等農地

＜凡例＞

○中間機構が借受け等を行った農
地を含む一定のまとまりのある
地域において、土地改良区が基
盤整備事業の合意を形成

○整備した農地を担い手に貸付け

・中間機構は３条資格者として事
業に参加

土地改良区主体の農地の集積・集約化 これから（農地中間管理事業）

【宮城県角田市枝野地区の例】

○基盤整備事業の実施と併せて、農地保有合理化法人に農地を貸し付け
て再配分を行う農地保有合理化事業を実施。

○その際、換地業務を行う土地改良区が主体的に土地利用調整を実施。

（
現
況
）

（
大
区
画
化
・

換
地
処
分
）

（
農
地
の
集
積
・
集
約
化
）

○県営農地整備事業等により基盤
整備を実施

・ 面 積 ２１１．４ha

・ 組合員数 ３３６名

・ 事業年度 平成１０年～２０年

・ 標準区画 １ ha(110m×91m） 全体の28％

50 a (110m×45.5m)

・ 換地会議 平成２０年 ４月２３日

・ 換地方式 事前換地

16.9

71.9

0

20

40

60

80

H9 H25
農地集積率（％）

土地改良区主体で調査・調整

・土地改良区は、水利調整を通じ
て地域の合意形成に一定の役
割を果たしており、基盤整備事
業においても、綿密な連携を図
ることにより、農地の集積・集
約化を実現。

土地改良区主体で調査・調整
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（１）-⑥農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上（水管理・畦畔管理の省力化）

○ 経営の規模拡大のスケールメリットが発揮されにくい用排水管理や畦畔管理の更なる省力化を進める必要。

・水稲と施設園芸（ナス、トマト等）との複合経営を展開しているが、栽培時期
が競合しているため、今後、更なる水管理等の効率化、省力化が課題。

【熊本県 天明土地改良区】（現地調査地区）

水管理・畦畔管理の省力化に向けた取組の事例

経営体育成基盤整備事業
東西屋敷地区

（H14～H21） 受益面積 Ａ＝71.1ha
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農地・水環境保全支払 天明環境保全隊
協定面積1,340ha 30集落


